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令和 6年度堺市精神保健福祉審議会 議事録（要点記録） 

 

1.日 時  令和 6年 8月 16日（金）午後 2時～午後 4時 

 

2.場 所  堺市役所本館 6階 会議室 A･B 

 

3.委 員   

  出席：亀廣委員、北村委員、髙野委員、関口委員、髙橋委員、辻井委員、殿内委員、 

永吉委員、八田委員、林委員、藤井委員、本田委員、三田委員 

  欠席：遠藤委員、武南委員、長谷川委員、藪下委員 

 

4.傍聴人数 1名 

 

5.開会 

  委員の過半数の出席により、堺市精神保健福祉審議会条例（以下、「審議会条例」という。）

第 6 条第 2 項の規定により、会議が成立していることを確認。また、堺市精神保健福祉審

議会の運営に関する規程第 3条の規定により、会議を公開とすることを確認。 

 

6.堺市精神保健福祉審議会会長及び副会長の選出について 

  審議会条例第 5 条第 1 項に基づき、会長に辻井委員、副会長に髙野委員がそれぞれ選出

された。 

 

7.案件 

（1）堺市精神保健福祉関係業務実績、新規拡充業務について 

①精神保健課・こころの健康センター所管業務について 

各課から、令和 5年度業務実績及び令和 6年度新規拡充業務について説明。 

《説明資料》 

「令和 5年度堺市精神保健福祉関係 業務実績について 資料 1」 

「令和 6年度堺市精神保健福祉関係 新規・拡充業務について 資料 2」 

 

○委員からの意見・質疑 

【三田委員】 

  精神科病院における虐待への対応について、受付時間が月曜から金曜日の午前 9 時か

ら午後 5時 30分であること、連絡する手段は電話、ファックス、メールと限定されてい

るように思われる。 

4 月以降の実績について、同室に入院している患者や院内で見かけたといった通報は

なかったのか。また、虐待の検討を行った案件について、結果的に全て虐待認定とはな

らなかったとの報告であったが、どのような検討、フォローを行ったか教えていただき

たい。また、どのような体制で取り組んでいるのか教えていただきたい。 
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【事務局（精神保健課）】 

  令和 6 年 4 月から新設した虐待窓口についての受付時間、連絡方法はお示しのとおり

である。通報を受け付けたもののうち、相談のみで終了した案件のなかには退院希望や

処遇改善といった内容の相談が含まれており、他の窓口を案内して終了したものがある。

受付後のフォローについては、虐待の検討を行った案件のうち、暴言を言われたといっ

た心理的内容の相談については、病院へ内容を確認するなど事実確認を行い判断してい

る。また、うち１件については、病院への立入という形で訪問による聞き取りも行った。

体制については、主に専門職 4～5名で対応している。 

【三田委員】 

通報は全てが本人自身からの連絡だったのか。例えば、保護室に長期間入っている  

人がいて、代わりに通報しているといったことはなかったのか。 

【事務局（精神保健課）】 

1件は本人自身のことを訴えながら、他の人も同様であるといった訴えがあった。 

 

②障害施策推進課・障害支援課・障害福祉サービス課所管業務について 

各課から令和 5年度業務実績について説明。 

《説明資料》 

「令和 5年度堺市精神保健福祉関係 業務実績について 資料 1」 

「令和 5年度精神科在院患者調査報告書[堺市 速報値]参考資料 4」 

「令和 5年度精神科退院患者調査報告書[堺市 速報値]参考資料 5」 

 

○委員からの意見・質疑 

【三田委員】 

資料 1の 15ページの「（1）区障害者基幹相談支援センター事業」について、令和 5年

度の延べ相談人数 14,830 人、延べ相談件数 81,872 件のうち、精神障害及び発達障害に

関する延べ相談人数 7,666 人、延べ相談件数 42,608 件と全体の相談件数の 52％を占め

ており、その割合は年々増加しているとの説明があったが、その対応を行う相談員の専

門性の向上はどのように行っているのか。または、行う予定があるのか教えていただき

たい。また、参考資料 5 の退院患者速報値について、死亡退院の割合が多い理由を教え

ていただきたい。 

 【事務局（障害施策推進課）】 

   まず、相談員の専門性の向上については、今後も精神障害及び発達障害に関する相談

件数は増加が見込まれており、喫緊の課題であると認識している。例えば、主任相談支

援員の増員や主任相談支援員を交えた研修等を行い、専門的な役割を担う人材を含めた

地域づくりを検討している。 

   次に、死亡退院の割合が多いことについては、現在のところその内容分析に至ってい

ない。今後、堺市内の精神科病院の方々と内容を共有し、調査結果を踏まえた退院促進

の協力を求めていきたい。 

【三田委員】 

相談員の専門性の向上については、当事者を交えたプログラムを行う等、今一度丁寧
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な対策を検討いただきたい。 

【永吉委員】 

  総合相談情報センターは各区の基幹相談支援センターを総括しているが、当センター

が把握しているなかでも、精神障害及び発達障害の単身生活者や大人の方の相談件数が

年々増えている状況。現在もこころの健康センターで行っている研修で主任相談支援専

門員を派遣し、「精神障害とは」というところから見直している状況。ただし、ご意見の

あるとおり、傾聴やアセスメント方法等の構築や継承方法等も必要と感じている。 

【北村委員】 

  昨年と同じ質問になるが、資料 4 の精神科在院患者調査報告書について、状態像区分

が院内寛解である方が退院できない理由は何か。 

 【事務局（障害施策推進課）】 

令和 5年 6月 30日時点の各病院の数字を集計したものであり、この時点で退院支援が

進んでいるのか等までは分からないが、少なくとも退院可能な方と考え、これらの方を

減らしていくにはどうしたらよいか今後検討していくための参考の数字として捉えてい

る。 

 【辻井会長】 

   資料 1の 19ページに地域移行支援と地域定着支援の数字が記載されていない。精神保

健福祉審議会のテーマとしては、退院支援も関連するので、地域移行支援と地域定着支

援の数字は次回以降必ず計上していただきたい。 

【事務局（障害福祉サービス課）】 

次年度は掲載するよう検討します。 

 【殿内委員】 

資料 1 の 19 ページ「35 障害福祉サービス事業者等指定事務等事業」について、市内

の障害福祉サービス等事業所が 1,000 か所を超え、「36 障害者（児）自立支援給付」の

就労継続支援（B 型）においては利用者実数が 1,548 人となっているが、現場の状況は

どのように把握しているのか。 

【事務局（障害福祉サービス課）】 

原則、3 年に 1 回、運営指導を行う。運営指導では、関係書面の確認や聞き取りを行

っている。人員や運営に疑義があれば監査に切り替え、必要な措置を行っている。 

 【関口委員】 

資料 1 の 14 ページ「24 地域移行」について、美原区精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムワーキングチームを試行実施と記載されているが、具体的な内容と進捗状

況を教えていただきたい。また、美原区以外でも実施される予定なのか。 

 【事務局（障害施策推進課）】 

令和 6 年 1 月から試行開始。医療機関からも地域移行支援を進めているが、様々な課

題によりなかなか進まない現状を踏まえ、保健センターの職員や地域活動支援センター、

主任相談支援員等と連携し、地域課題へ取り組む場として設置した。また、美原区にお

いては地域課題のひとつとして単身生活をする場所が少ないという意見もあり、居住支

援をどのように行っていくか等検討している。美原区以外でも実施されるかどうかは、

美原区の試行実施成果を踏まえた上、どのように広げていくか来年度以降検討していき
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たい。 

 

（2) 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議の場の進捗状況につ 

いて 

  障害施策推進課から進捗状況について説明。 

《説明資料》 

「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議の場の進捗状況につ

いて 資料 3」 

 

○委員からの意見・質疑 

【意見なし】 

 

8.その他報告事項等 

精神保健福祉法の一部改正について、精神保健課から資料に沿って説明 

《説明資料》 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正の概要（施行事項別概要） 

参考資料 6」 

 

○委員からの意見・質疑 

【辻井会長】 

参考資料 6の 2ページに「医療保護入院の入院期間は、最大 6ヶ月以内で省令で定める

期間とする。」となっているが、既に 3ヶ月以内で実施しているということでよろしいか。 

【事務局（精神保健課）】 

令和 6 年 4 月 1 日以降に医療保護入院した者の入院期間については、入院時に 3 ヶ月

以内の入院期間を定め、入院期間の更新により通算の入院期間が 6 ヶ月以上である場合

は 6ヶ月以内で定めるよう改正された。 

【辻井会長】 

入院者訪問支援事業について、現在大阪府、大阪市とともに事業準備を行っていると

説明があったが、もう少し具体的に公表できる内容があれば教えていただきたい。 

【事務局（精神保健課）】 

委託による実施に向けて契約調整の段階である。また、訪問支援員養成研修の    

令和 6年 8月 29日の実施に向けて準備をしているところである。 

 【北村委員】 

精神障害者割引制度の導入について、近鉄電車については、ひとりで乗車する場合は

101キロ以上でないと割引適用外であるが、JRはいかがか。 

 【事務局（精神保健課）】 

近鉄電車同様、一人で乗車する場合は 100キロを超える場合に限り割引が適用される。 

 

＜閉 会＞ 


